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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成25年５月16日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成25年６月24日開催予定の

第15期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．変更の理由 
（１）第７条の一部追加は、定款授権による取締役会決議に基づく自己の株式の取得につき、明確化の観

点から根拠条文を追加するものであります。 

（２）第15条の一部追加は、将来的な備えとして表記を追加するものであります。 

（３）第18条の一部削除は、後述の第28条との表記の整合性を合わせるため、一部削除するものであります。 

（４）第28条の変更は、監査体制の強化および充実を図るため、監査役の員数を現在の３名以内から５名以内

に増員するものであります。 

２．変更の内容 

  変更の内容は、次のとおりです。                                     （下線は変更部分を示します。）   

現 行 定 款 変 更 案 

（自己株式の取得） 

第７条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により 

自己株式を取得することができる。 

（自己株式の取得） 

第７条 当会社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役 

会決議によって市場取引等により自己株式を取得する 

ことができる。 

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 

第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、 

事業報告、計算書類に記載または表示をすべき事項 

に係る情報を、法務省令に定めるところに従いイン 

ターネットを利用する方法で開示することにより、 

株主に対して提供したものとみなすことができる。 

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 

第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、 

事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または 

表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めると 

ころに従いインターネットを利用する方法で開示す 

ることにより、株主に対して提供したものとみなすこ 

とができる。 

（員 数）  

第18条 当会社の取締役は、３名以上１０名以内とする。 

（員 数）  

第18条 当会社の取締役は、１０名以内とする。 

（員 数） 

第28条 当会社の監査役は、３名以内とする。 

（員 数） 

第28条 当会社の監査役は、５名以内とする。 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日    平成25年６月24日（月曜日） 
定款変更の効力発生日       平成25年６月24日（月曜日） 

以 上 


